
相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会組織体系図 

 
 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会（３９人） 
〈協議・決定を行う〉 

 

 

市町長･･･････････････････････････････３人   
議会議員【４人×３団体】･･･････････１２人 
学識経験者 
住民・経済団体等･････････････････２２人 
神奈川県職員･･･････････････････････２人 
 
 
※必要に応じて検討委員会を設置することができる 

アドバイザー

幹 事 会 
〈事務レベルの最終調整〉 

各市町の助役 

付議事案・関係資料等の提出

調整方針案等の提出 

必要に応じて分科会を設置することができる 

専 門 部 会 
〈調整方針案等の協議等〉 

各市町部課長                    〈２１部会〉 

企画部会、総務部会、財務部会、保健福祉部会、保健所部会、

市民部会、経済部会、環境保全部会、環境事業部会、都市部会、

建築部会、土木部会、管理部会、学校教育部会、生涯学習部会、

議会部会、選挙管理委員会部会、監査委員部会、農業委員会部会、

消防部会、会計部会 

会議開催等

に 関 す る

一 般 事 務

会議開催等 

に 関 す る 

一 般 事 務 

会議開催等

に 関 す る

一 般 事 務

合
併
協
議
会 

事
務
局
（
19
名
） 

付議事案の協議・調整の指示 

専門的な調査・検討の指示 


